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「担任」の在り方に関する要求書


　日頃は、本校の教育の充実のため、また、私たち教職員の働きやすい職場環境の整備に向け、ご尽力されていることに敬意を表します。
[bookmark: _Hlk214041480]　さて、26年1月から義務特手当（教員特別手当）の支給方法が変更になります。現在、義務特手当については全員に給料月額の1.5％程度(2600∼7100円)支給されています。これを全員から0.5％程度(800∼2200円)削減し、校務の種類を「学級を担任する業務」と「それ以外の校務」に分類した上で「学級担任」のみ3000円加算することになります。ちなみに「特別支援」学校は対象外です。また、3000円の担任加算の対象である中学・高等学校でも通常、担任業務を命じられない実習教員、養護教諭、栄養教諭も削減だけという差別的な取り扱いとなっています。担任の業務は大変です。それをわかっているがゆえに現場では自然な協力体制が構築されています。わずかな金額であっても、「やる」「やらない」「払う」「払わない」の関係は、教職員の協力・共同が大切にされるべき学校現場に分断を持ち込むものであり、断じて容認できません。さらに、育児や介護を抱えて担任になることが難しい教職員にとって「担任加算」は道理のないものです。国や県の施策によって、職場に分断をもたらすことがないよう、「担任」の在り方についても各職場で議論することが必要と考えます。
貴職におかれましては、以上の趣旨を踏まえ、「担任」の在り方について、下記の対応をとられるよう要求します。



記

１　各学校における「担任」の在り方について、管理職だけではなく、全職員の話し合いをすすめること



以上
